
��������������

�愛媛県告示第１５８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、南宇和郡愛南町柏、御荘平山、正木及び満倉地域に係る県営

土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同

法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・南宇和地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年２月４日から３月４日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場御荘支所、一本松支所及び内海支所

�愛媛県告示第１５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、南宇和郡愛南町緑、増田、小山、広見及び上大道地域に係る

県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項において準用す

る同法第８７条５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画

書の写しを縦覧に供する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・南宇和地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年２月４日から３月４日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場本庁及び一本松支所
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�愛媛県告示第１６０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、南宇和郡愛南町御荘平山地域に係る県営土地改良事業計画を

変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条５項の規定

により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・南宇和地区）変更計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２１年２月４日から３月４日まで

３ 縦覧場所

愛南町役場御荘支所

�愛媛県告示第１６１号
野菜生産出荷安定法（昭和４１年法律第１０３号）第８条第１項の規定により、野菜指定産地における生産出荷近代化計画の概要を次のとお

り公表する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 生産出荷近代化計画樹立地域

野菜指

定産地

野菜指定産地

の区域

指定野菜

の種類
指 定 年 月 日

周 桑
新居浜市、西条

市

夏秋きゅ

うり
昭和５８年１月２６日

２ 生産出荷近代化計画の概要

� 生産出荷近代化計画に関する基本的な構想

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１６２号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年２月３日から２月１７日まで

�������
�愛媛県告示第１６３号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、南予

地方局西予土木事務所及び西予市役所において告示の日から起算し

て３週間公衆の縦覧に供する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西予市三瓶町周木字コテイ島８番耕地４２４番５から同８番

耕地４２４番１３までの地先公有水面

イ 区域

次の１点から５点までを順次直線で結んだ線並びに５点と

１点とを結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．３０メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町周木字コテイ島８番耕地４２４番１地先

の堤内の金属鋲）は、北緯３３度２２分１８秒、東経１３２度２３分１４

秒の地点

１点は、基点から真北３５度５６分１１秒１２４．９３メートルの地点

２点は、１点から真北１１０度２１分１８秒５．７４メートルの地点

３点は、２点から真北２００度０９分２６秒３０．００メートルの地

点

４点は、３点から真北２３０度３９分２６秒４５．１８メートルの地

点

５点は、４点から真北３３１度４６分２４秒７．１５メートルの地点

ウ 面積

４６２．８１平方メートル

ア 生産に関する事項

現在（平成１９年をいう。以下同じ。）、作付面積は３７．０ヘクタール、生産量は１，２８０トンであるが、目標年次（平成２４年をいう。

以下同じ。）には、作付面積は３６．０ヘクタールと減るものの、生産量を１，４４５トンに拡大する計画である。

イ 出荷に関する事項

現在の出荷量は１，１０２トンで、京阪神、四国へ出荷しているが、目標年次には出荷量１，３５５トンと増加し、現在と同じく京阪神、

四国へ出荷する計画である。

ウ 生産の近代化に関する事項

栽培管理技術の向上や生産コストの削減を推進し認定農業者を育成するとともに、後継者の確保と育成に努める。

また、病害虫対策技術の普及、減農薬栽培の推進や有望品種の研究・導入によって、消費者ニーズに対応した野菜の安定生産に取

り組む。

エ 出荷の近代化に関する事項

消費者の求める安全安心志向に応えるために栽培履歴の表示等に取り組むとともに、契約取引等多様な流通チャンネルを開拓する。

� 市町別及び年次別生産出荷計画

区 分

市町別

作 付 面 積

（ヘクタール）

生 産 数 量

（トン）

出 荷 数 量

（トン）

内 訳

生 食 用
（トン）

加 工 用
（トン）

新居浜市
現 在 ６．０ １５２ １２０ １２０ ０

目標年次 ６．０ １５５ １３０ １３０ ０

西条市
現 在 ３１．０ １，１２８ ９８２ ９５８ ２４

目標年次 ３０．０ １，２９０ １，２２５ １，１２５ １００

計
現 在 ３７．０ １，２８０ １，１０２ １，０７８ ２４

目標年次 ３６．０ １，４４５ １，３５５ １，２５５ １００

� 生産出荷近代化施設導入事業計画

項目

事業
施 設 名 事業箇所

受 益 戸 数 及 び 面 積

事業量 関係農業協同組合戸 数

（戸）

面 積

（ヘクタール）

なし

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西予市三瓶町周木字コテイ島８番耕地４２４番１から同１番

耕地３２１番２７までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１５点までを順次直線で結んだ線並びに１５点と

１点とを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西予市三瓶町周木字コテイ島８番耕地４２４番１地先

の堤内の金属鋲）は、北緯３３度２２分１８秒、東経１３２度２３分１４

秒の地点

１点は、基点から真北３５度００分１５秒１５３．７１メートルの地点

２点は、１点から真北９４度１５分３０秒５６．０３メートルの地点

３点は、２点から真北２３３度３６分１０秒６．４５メートルの地点

４点は、３点から真北２００度０９分２６秒８１．９７メートルの地

点

５点は、４点から真北２３５度３３分３２秒１２０．０９メートルの地

点

６点は、５点から真北３５１度１４分０２秒５８．６５メートルの地

点

７点は、６点から真北４６度４５分０７秒２０．４９メートルの地点

８点は、７点から真北５７度０３分３８秒１４．７３メートルの地点

９点は、８点から真北５５度１９分４５秒１０．０３メートルの地点

１０点は、９点から真北５０度１９分４８秒７．５４メートルの地点

１１点は、１０点から真北４８度０３分４５秒９．８１メートルの地点

１２点は、１１点から真北４３度１３分１５秒８．２７メートルの地点

１３点は、１２点から真北３３度０９分１０秒７．４９メートルの地点

１４点は、１３点から真北２６度０３分３０秒１１．７１メートルの地点

１５点は、１４点から真北１９度３８分１０秒１６．０８メートルの地点

ウ 面積

９，４９４．０７平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成２１年１月２６日

�������
�愛媛県告示第１６４号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２１年２月３日

松山港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 加戸 守行

松山市御宝町１１９番１

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

松山市由良町乙２８３番６から乙２８２番５までの地先公有水

面

イ 区域

次の１点から５９点までを順次直線で結んだ線並びに５９点か

ら１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．８５メ

ートル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（国土地理院「由良」四等三角点、松山市大字興居島

由良字北浦９０番地の１）は、北緯３３度５４分２２．９１６７秒、東経

１３２度４０分４３．４３５７秒の地点

１点は、基点から真北２０６度５７分００秒１，０８３．６３メートルの

地点

２点は、１点から真北１２３度５７分０８秒２．００メートルの地点

３点は、２点から真北１２４度２３分４７秒２．００メートルの地点

４点は、３点から真北１２６度２０分１３秒２．００メートルの地点

５点は、４点から真北１３０度１７分４９秒２．００メートルの地点

６点は、５点から真北１３５度３６分２８秒２．００メートルの地点

７点は、６点から真北１４０度５６分４７秒２．００メートルの地点

８点は、７点から真北１４４度４６分５０秒１．５５メートルの地点

９点は、８点から真北１４５度５６分４０秒２．００メートルの地点

１０点は、９点から真北１４９度５７分３６秒２．００メートルの地点

１１点は、１０点から真北１５３度３３分０１秒２．００メートルの地点

１２点は、１１点から真北１５５度１５分１８秒２．００メートルの地点

１３点は、１２点から真北１５５度１６分３１秒１．１１メートルの地点

１４点は、１３点から真北１５９度３３分００秒５．００メートルの地点

１５点は、１４点から真北１６４度１４分２５秒５．００メートルの地点

１６点は、１５点から真北１６２度３４分４０秒３．３１メートルの地点

１７点は、１６点から真北１６０度１７分３２秒３．５０メートルの地点

１８点は、１７点から真北１５７度４２分０１秒３．９１メートルの地点

１９点は、１８点から真北１５５度５２分１３秒４．００メートルの地点

２０点は、１９点から真北１５４度０７分３６秒４．００メートルの地点

２１点は、２０点から真北１５２度４６分１１秒３．８９メートルの地点

２２点は、２１点から真北１５１度３４分４１秒２．９８メートルの地点

２３点は、２２点から真北１４８度４３分０６秒３．２１メートルの地点

２４点は、２３点から真北１４５度５９分３１秒５．００メートルの地点

２５点は、２４点から真北１４４度０３分４６秒５．００メートルの地点

２６点は、２５点から真北１４２度４０分４５秒３．０７メートルの地点

２７点は、２６点から真北１４１度０８分２９秒６．３５メートルの地点

２８点は、２７点から真北１４１度００分５２秒１０．００メートルの地

点

２９点は、２８点から真北３０５度４９分１５秒２．９４メートルの地点

３０点は、２９点から真北３４１度４８分２１秒１．２０メートルの地点

３１点は、３０点から真北３２２度５０分１８秒１．３０メートルの地点

３２点は、３１点から真北３０７度５６分４８秒１．８９メートルの地点

３３点は、３２点から真北２９７度１０分３２秒３．１９メートルの地点

３４点は、３３点から真北２９５度２５分１９秒３．５６メートルの地点

３５点は、３４点から真北３２０度０７分２３秒１．１３メートルの地点

３６点は、３５点から真北３１７度５４分５２秒５．６３メートルの地点

３７点は、３６点から真北３２７度４９分２１秒９．７８メートルの地点

３８点は、３７点から真北３２７度３１分３１秒１．２３メートルの地点

３９点は、３８点から真北３１７度４７分３１秒２．８７メートルの地点

４０点は、３９点から真北２８９度３８分５２秒１．９４メートルの地点

４１点は、４０点から真北３３２度０８分０６秒５．５６メートルの地点

４２点は、４１点から真北３２３度２７分２３秒１．６２メートルの地点

４３点は、４２点から真北３２３度０７分２２秒１．５４メートルの地点

４４点は、４３点から真北３０６度５２分４２秒１．３７メートルの地点

４５点は、４４点から真北３４６度０４分３４秒２．３５メートルの地点
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公安委員会告示

４６点は、４５点から真北３３６度２８分４０秒１．７４メートルの地点

４７点は、４６点から真北３４３度５８分３５秒７．５５メートルの地点

４８点は、４７点から真北３５４度０３分５３秒１．０２メートルの地点

４９点は、４８点から真北５度２９分０４秒３．３８メートルの地点

５０点は、４９点から真北３５９度４０分４４秒２．８６メートルの地点

５１点は、５０点から真北３４８度４３分１５秒４．３８メートルの地点

５２点は、５１点から真北３３６度１５分４８秒１．８０メートルの地点

５３点は、５２点から真北３２３度０２分０２秒２．７４メートルの地点

５４点は、５３点から真北３２５度４８分３１秒３．３６メートルの地点

５５点は、５４点から真北３１４度５２分５３秒２．３９メートルの地点

５６点は、５５点から真北３０８度５２分４９秒２．３５メートルの地点

５７点は、５６点から真北３０１度０１分０３秒２．９２メートルの地点

５８点は、５７点から真北３０８度５７分３４秒２．６３メートルの地点

５９点は、５８点から真北２７２度４１分５２秒０．３８メートルの地点

ウ 面積

３６２．６６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

松山市由良町乙２８３番６から乙２８２番５までの地先公有水

面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＶ点までを順次直線で結んだ線並びにＶ点か

らＡ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（国土地理院「由良」四等三角点、松山市大字興居島

由良字北浦９０番地の１）は、北緯３３度５４分２２．９１６７秒、東経

１３２度４０分４３．４３５７秒の地点

Ａ点は、基点から真北２０８度５８分５８秒１，０８３．５８メートルの

地点

Ｂ点は、Ａ点から真北８８度５５分０５秒８５．４９メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１５１度０２分１２秒９６．５０メートルの地

点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２３７度３６分１１秒６１．６３メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３３１度５４分０１秒８．２８メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３２７度３２分３４秒４．６９メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北３２４度０１分０２秒５．０１メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３２０度２５分５８秒１５．５８メートルの地

点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３２３度０５分０９秒１４．４９メートルの地

点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３３１度００分５６秒９．３５メートルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北３３８度５４分５４秒１１．２９メートルの地

点

Ｌ点は、Ｋ点から真北３４２度２９分２５秒１０．２８メートルの地

点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３３７度２４分１２秒７．８０メートルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北３３０度３７分２２秒４．９９メートルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北３２３度０２分１４秒６．９１メートルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北３１３度３９分４９秒６．４３メートルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北３０９度５９分２８秒５．８５メートルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北３０７度３４分１５秒４．８９メートルの地点

Ｓ点は、Ｒ点から真北３０８度３３分３１秒６．３７メートルの地点

Ｔ点は、Ｓ点から真北３１１度３０分３０秒３．５８メートルの地点

Ｕ点は、Ｔ点から真北３１７度２６分５３秒１０．６０メートルの地

点

Ｖ点は、Ｕ点から真北３３０度１６分５５秒４．２５メートルの地点

ウ 面積

７，６７３．７７平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約３７０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成２１年１月２３日

�������
�愛媛県告示第１６５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第２項の規定に基づき、

国土交通省国土地理院長から次のとおり基本測量が終了した旨の通

知があった。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 基本測量（高精度三次元測量作業）

２ 作業期間 平成２０年５月１２日から

平成２０年１２月２６日まで

３ 作業地域 今治市

�愛媛県公安委員会告示第１号
道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０８条の２９第１項の規定により、次のとおり地域交通安全活動推進委員を委嘱した。

平成２１年２月３日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員
活 動 区 域 委嘱年月日 委 嘱 期 間

氏 名 連 絡 先

石 川 弥三治
〒７９９－０４０４
四国中央市三島宮川三丁目３－２５

（電話番号 ０８９６－２４－１６４８）
愛媛県四国中央警察
署の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

石 村 政 義
〒７９９－０４１２
四国中央市上柏町１１８３

（電話番号 ０８９６－２３－５６６９）

岡 田 匡 功
〒７９９－０７２２
四国中央市土居町北野４４８

（電話番号 ０８９６－７４－２０４８）

川 上 保 昭
〒７９９－０７０５
四国中央市土居町野田甲１４７７－２

（電話番号 ０８９６－７４－７２７３）
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児 山 弘
〒７９９－０４１３
四国中央市中曽根町２０３２

（電話番号 ０８９６－２３－２１５５）

鈴 木 担
〒７９９－０１２２
四国中央市金田町半田乙２５６－４

（電話番号 ０８９６－５６－３１０９）

高 橋 弘 志
〒７９９－０４３１
四国中央市寒川町２５２１

（電話番号 ０８９６－２５－０１２０）

長 野 亨
〒７９９－０１２１
四国中央市上分町４７７

（電話番号 ０８９６－５６－１２０２）

長 野 伸 行
〒７９９－０１１３
四国中央市妻鳥町７４９－２

（電話番号 ０８９６－５６－４５２４）

藤 原 孝 造
〒７９９－０４２３
四国中央市具定町２５０

（電話番号 ０８９６－２３－６４３４）

水 田 年 夫
〒７９９－０１０１
四国中央市川之江町１０８９－１

（電話番号 ０８９６－５８－２３２０）

森 実 勝 行
〒７９９－０１１２
四国中央市金生町山田井１６５７－４

（電話番号 ０８９６－５６－１５９５）

山 中 榮
〒７９９－０７２３
四国中央市土居町天満５８６

（電話番号 ０８９６－７４－３３２３）

伊 藤 方 正
〒７９２－０８７２
新居浜市垣生二丁目６－４７

（電話番号 ０８９７－４５－２６２２）
愛媛県新居浜警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

井 上 照 子
〒７９２－００４５
新居浜市中萩町３－２６

（電話番号 ０８９７－４１－５７６２）

織 田 秀 子
〒７９２－０８９０
新居浜市楠崎二丁目６－２８

（電話番号 ０８９７－４５－３７２８）

川 口 和 恵
〒７９２－０８６４
新居浜市東雲町三丁目５－１６

（電話番号 ０８９７－３２－９９６３）

近 藤 千恵子
〒７９２－０００２
新居浜市磯浦町１０－４０

（電話番号 ０８９７－３２－５８１５）

塩 屋 久 孝
〒７９２－０８０４
新居浜市田所町８－１０

（電話番号 ０８９７－３４－７８８８）

丹 絹 子
〒７９２－０８０１
新居浜市菊本町一丁目３－２１

（電話番号 ０８９７－３７－１０８１）

土 岐 晴 啓
〒７９２－０８０２
新居浜市新須賀町三丁目１－３８

（電話番号 ０８９７－３３－６３７１）

直 野 菅 男
〒７９２－０８３４
新居浜市中西町９－５

（電話番号 ０８９７－４３－７５２８）

永 易 万佐子
〒７９２－０８６６
新居浜市宇高町五丁目１１－３６

（電話番号 ０８９７－３４－３８５３）

永 易 良 樹
〒７９２－０８８１
新居浜市松神子四丁目１－１３

（電話番号 ０８９７－４５－０６０７）

藤 原 義 輝
〒７９２－０８４３
新居浜市吉岡町１２－１２

（電話番号 ０８９７－４１－７６５９）

松 元 文 雄
〒７９２－００４２
新居浜市本郷三丁目５－６

（電話番号 ０８９７－４３－２４３１）

三 木 章 市
〒７９２－００４４
新居浜市中村二丁目３－６１

（電話番号 ０８９７－４１－６３２１）

村 上 義 則
〒７９２－０８３３
新居浜市宮原町４－５

（電話番号 ０８９７－４４－７１３９）

柳 原 勝 秋
〒７９２－０８０３
新居浜市平形町２－１１

（電話番号 ０８９７－３３－９７４５）

矢 野 豊 秋
〒７９２－０８５６
新居浜市船木甲４４５３－２

（電話番号 ０８９７－４３－３４５０）

伊 藤 裕 樹
〒７９３－００５４
西条市中野甲１２９３－３

（電話番号 ０８９７－５６－４７４３）
愛媛県西条警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

蔵 本 美紀江
〒７９３－０００１
西条市玉津２８０

（電話番号 ０８９７－５５－２４９８）

斉 藤 孝
〒７９３－００１０
西条市飯岡２５６０－３１

（電話番号 ０８９７－５６－００８９）
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佐 伯 晴 美
〒７９３－００２３
西条市明屋敷２０８－１

（電話番号 ０８９７－５５－４２４９）

丹 利 廣
〒７９３－００７２
西条市氷見乙１０００

（電話番号 ０８９７－５７－９０７５）

日 野 隆
〒７９３－００３０
西条市大町１３０８

（電話番号 ０８９７－５５－３００４）

藤 川 秋 雄
〒７９３－００４２
西条市喜多川６５３－５

（電話番号 ０８９７－５５－３３６２）

藤 田 公 道
〒７９３－００７２
西条市氷見乙１０４８

（電話番号 ０８９７－５７－８８６３）

一 色 守
〒７９９－１３４１
西条市壬生川１１６－８

（電話番号 ０８９８－６４－４５２１）
愛媛県西条西警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

今 井 武 志
〒７９９－１１０２
西条市小松町南川２５２－２

（電話番号 ０８９８－７２－２９３１）

杉 明 美
〒７９９－１３０１
西条市三芳１８１７

（電話番号 ０８９８－６６－２９２３）

� 木 惠
〒７９１－０５３４
西条市丹原町寺尾５８３

（電話番号 ０８９８－７５－３０３５）

丹 下 三 郎
〒７９９－１３６３
西条市玉之江２３９－１

（電話番号 ０８９８－６４－４１５０）

矢 野 要
〒７９９－１３４１
西条市壬生川８４８－１

（電話番号 ０８９８－６４－２２８１）

渡 部 繁 明
〒７９１－０５２４
西条市丹原町高松２４６－７

（電話番号 ０８９８－６８－７４６８）

越 智 典 子
〒７９４－０８０２
今治市南鳥生町四丁目２－５９

（電話番号 ０８９８－３１－８６９８）
愛媛県今治警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

川 本 登倭子
〒７９４－００４１
今治市松本町一丁目２－７

（電話番号 ０８９８－３２－７４０８）

小 池 精 藏
〒７９９－２１０１
今治市波方町波方甲２２９９－４

（電話番号 ０８９８－４３－０５７５）

白 石 新
〒７９９－１５２３
今治市郷桜井二丁目２－５２

（電話番号 ０８９８－４８－４７２１）

白 石 忠
〒７９４－０８６１
今治市五十嵐丙３９３－３

（電話番号 ０８９８－３２－７０８２）

高 木 八 郎
〒７９４－０８０２
今治市南鳥生町四丁目３－３８

（電話番号 ０８９８－３１－１５４１）

武 田 徳 夫
〒７９４－０１１４
今治市玉川町八幡甲３１６－１

（電話番号 ０８９８－５５－３４００）

武 田 七 生
〒７９９－１６０７
今治市朝倉上甲７９１－８

（電話番号 ０８９８－５６－３３１６）

田 中 弘
〒７９４－００４４
今治市蔵敷町一丁目１－２

（電話番号 ０８９８－２３－０３２０）

富 田 俊 明
〒７９４－００１８
今治市本町六丁目４－３

（電話番号 ０８９８－２２－１４５２）

永 田 了 三
〒７９４－０８０１
今治市東鳥生町二丁目２－１７

（電話番号 ０８９８－２２－７１３９）

西 本 信 保
〒７９９－２１１２
今治市波止浜三丁目１－６

（電話番号 ０８９８－４１－９０１４）

濱 田 紘 和
〒７９９－２３０２
今治市菊間町種１４８

（電話番号 ０８９８－５４－２９８８）

日 野 弘 子
〒７９９－２１１４
今治市杣田甲３５４－１

（電話番号 ０８９８－４１－８２１８）

藤 井 弘
〒７９４－０８３１
今治市八町東三丁目２－５６

（電話番号 ０８９８－２３－２６５９）

正 岡 有 澤
〒７９４－０８６２
今治市四村１６７－１

（電話番号 ０８９８－３１－７７４６）

村 上 須磨子
〒７９４－０００６
今治市石井町三丁目１－１１

（電話番号 ０８９８－３３－０６５４）

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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村 瀬 洋一郎
〒７９９－２２０１
今治市大西町九王甲９１３

（電話番号 ０８９８－５３－３９２９）

八 塚 誠 一
〒７９４－００１５
今治市常盤町一丁目５－１０

（電話番号 ０８９８－４１－９０１４）

矢 野 珠 樹
〒７９４－００２２
今治市室屋町三丁目１－１４

（電話番号 ０８９８－２２－４５５０）

渡 部 昭 志
〒７９４－００２７
今治市南大門町三丁目７－１２

（電話番号 ０８９８－３１－５９９４）

渡 邉 守
〒７９４－００４４
今治市蔵敷町二丁目１５－１２

（電話番号 ０８９８－３２－７１３６）

田 所 基 家
〒７９４－１３０４
今治市大三島町宮浦５７５２－２

（電話番号 ０８９７－８２－１６９０）
愛媛県伯方警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２２年１月３１日まで
の間

松 山 一 志
〒７９４－２３０５
今治市伯方町木浦甲２７７２－１

（電話番号 ０８９７－７２－１５８１）

柳 原 能 夫
〒７９４－２１０４
今治市吉海町仁江１１７４

（電話番号 ０８９７－８４－３００１）

青 木 義 隆
〒７９１－０１３２
松山市河中町甲３０６

（電話番号 ０８９－９７７－５７７２）
愛媛県松山東警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

井 手 清 美
〒７９０－０９０４
松山市正円寺一丁目３－１５

（電話番号 ０８９－９７７－１２５５）

尾 池 秀 雄
〒７９０－０９６６
松山市立花一丁目２－４４

（電話番号 ０８９－９３５－４３１８）

大 内 茂 美
〒７９１－８００１
松山市平田町４２６－２

（電話番号 ０８９－９７８－１５１８）

大 内 武
〒７９１－８００１
松山市平田町４２６－２

（電話番号 ０８９－９７８－１５１８）

大 西 良 和
〒７９０－０９６２
松山市枝松五丁目８－２５

（電話番号 ０８９－９４３－１７４９）

大 野 彰
〒７９０－００４１
松山市保免上一丁目１－４４

（電話番号 ０８９－９４５－３６９２）

門 屋 榮 子
〒７９０－０９１１
松山市桑原一丁目２－２０

（電話番号 ０８９－９３５－６３８８）

河 内 恒 一
〒７９０－０８７７
松山市錦町３－１

（電話番号 ０８９－９３１－７０２５）

菅 俊 光
〒７９０－０８５２
松山市石手四丁目４－３

（電話番号 ０８９－９４７－０５１９）

木 下 政 計
〒７９０－０００３
松山市三番町七丁目１１－３

（電話番号 ０８９－９４６－３０８０）

栗 林 弘 一
〒７９０－００６２
松山市南江戸五丁目１－３５

（電話番号 ０８９－９２２－３０７２）

黒 川 正 敏
〒７９０－０９６７
松山市拓川町７－９

（電話番号 ０８９－９４１－２６２５）

古 鎌 久 志
〒７９０－０８０６
松山市緑町二丁目１－９

（電話番号 ０８９－９３１－０２８９）

高 岡 猛 雄
〒７９０－００５５
松山市針田町２８３－２

（電話番号 ０８９－９７２－２５４０）

谷 口 亘 弘
〒７９０－００６２
松山市南江戸四丁目６－３６

（電話番号 ０８９－９２３－５２７２）

谷 原 健 吾
〒７９１－８０２４
松山市朝日ヶ丘二丁目１－３０

（電話番号 ０８９－９２４－１３７５）

坪 田 力 衛
〒７９０－００６２
松山市南江戸五丁目６－１２

（電話番号 ０８９－９２５－３５６６）

友 澤 光 則
〒７９０－００３６
松山市小栗五丁目９－２０

（電話番号 ０８９－９４５－５８５１）

長 尾 優 三
〒７９１－８０２３
松山市朝美一丁目７－８

（電話番号 ０８９－９２４－０２１４）

中 岡 俊 一
〒７９０－０８１４
松山市味酒町二丁目１１－１

（電話番号 ０８９－９２１－５７７０）

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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中 野 正
〒７９１－０１２５
松山市湯山柳甲２９７

（電話番号 ０８９－９７７－７０４６）

成 谷 文 夫
〒７９０－０９１３
松山市畑寺四丁目１１－２６

（電話番号 ０８９－９７６－２２４５）

西 原 俊 一
〒７９０－００４２
松山市保免中二丁目３－１１

（電話番号 ０８９－９７３－３５５２）

西 原 孝 徳
〒７９０－０９６６
松山市立花一丁目６－３４

（電話番号 ０８９－９２１－２０３７）

羽 倉 満
〒７９０－０８１２
松山市松前町三丁目２－１９

（電話番号 ０８９－９４１－１６００）

林 久 夫
〒７９０－０８２１
松山市木屋町三丁目１０－１２

（電話番号 ０８９－９２５－５６５５）

別 府 武 志
〒７９１－８０１３
松山市山越一丁目１－４６

（電話番号 ０８９－９２５－２４１８）

松 崎 正
〒７９０－０８３７
松山市道後湯月町５－１２

（電話番号 ０８９－９４６－１６９１）

宮 川 旻
〒７９０－０８０６
松山市緑町一丁目７－３

（電話番号 ０８９－９４５－６７７２）

宮 脇 静 男
〒７９０－０９６６
松山市立花五丁目５－２０

（電話番号 ０８９－９２５－６８８６）

三 好 義 博
〒７９０－０８３１
松山市山田町７９６－２

（電話番号 ０８９－９２２－５８５８）

森 松 清 美
〒７９０－００４５
松山市余戸中六丁目２－２３

（電話番号 ０８９－９７１－２３８２）

矢 野 健 二
〒７９０－０９６６
松山市立花五丁目５－８

（電話番号 ０８９－９３２－０７４４）

山之内 昭 治
〒７９０－０９０５
松山市樽味四丁目２－１７

（電話番号 ０８９－９３２－１７３０）

妹 岡 勝 美
〒７９１－８０３１
松山市北斎院町５５２－２８

（電話番号 ０８９－９５２－６７７０）
愛媛県松山西警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

上 森 �
〒７９９－２６６２
松山市太山寺町１０９６－１

（電話番号 ０８９－９７８－２０５４）

越 智 公 夫
〒７９９－２６５１
松山市堀江町甲１５７８－１

（電話番号 ０８９－９７８－０５２７）

梶 村 新
〒７９１－８０４２
松山市南吉田町１８５４－３３

（電話番号 ０８９－９７１－１７３２）

門 田 真知江
〒７９１－８０６２
松山市住吉一丁目５－１７

（電話番号 ０８９－９５３－３４９８）

子 川 和 子
〒７９１－８０７６
松山市会津町３－２２

（電話番号 ０８９－９５２－７００３）

谷 口 勝 彦
〒７９９－２４３７
松山市夏目３４－３

（電話番号 ０８９－９９４－１７８２）

友 澤 竹 男
〒７９９－２４３１
松山市北条２０－３８

（電話番号 ０８９－９６０－２７５５）

中 井 良 則
〒７９１－８０４３
松山市東垣生町３３６－４

（電話番号 ０８９－９７１－５０８７）

永 野 和 司
〒７９９－２６６２
松山市太山寺町８８８－１９

（電話番号 ０８９－９７９－５７６８）

中 矢 征四郎
〒７９１－８０４４
松山市西垣生町２７５－１６

（電話番号 ０８９－９５２－０１１０）

檜 垣 八 郎
〒７９９－２４３１
松山市北条２５５－６

（電話番号 ０８９－９９３－２７２７）

藤 本 繁 丸
〒７９１－８０５６
松山市別府町１５４

（電話番号 ０８９－９５３－３０７３）

松 本 則 二
〒７９１－８０１６
松山市久万ノ台６３７－６

（電話番号 ０８９－９２２－８３９２）

八 木 孝 教
〒７９９－２６５１
松山市堀江町甲１３７８－５

（電話番号 ０８９－９７９－０４０５）

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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山 岡 欣 也
〒７９１－８０９２
松山市由良町５２

（電話番号 ０８９－９６１－２０４１）

山 中 格
〒７９９－２４６２
松山市久保３８１

（電話番号 ０８９－９９４－０５６８）

山 本 恵津子
〒７９９－２４２６
北条市中西内３２１

（電話番号 ０８９－９９２－１７３０）

山 本 浩 二
〒７９１－８０１７
松山市西長戸町１７４－２

（電話番号 ０８９－９２５－０４４０）

横 田 一 眞
〒７９１－８０２６
松山市山西町５６６

（電話番号 ０８９－９５２－２１８１）

渡 部 啓 一
〒７９１－８０６１
松山市三津三丁目４－３９

（電話番号 ０８９－９５２－０１１０）

相 原 宏
〒７９１－１１１３
松山市森松町４５４

（電話番号 ０８９－９５６－００５７）
愛媛県松山南警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

朝 村 睦
〒７９０－０９５２
松山市朝生田町七丁目５－２５

（電話番号 ０８９－９４３－７８８２）

大 野 啓 吾
〒７９１－０３０１
東温市南方３４４

（電話番号 ０８９－９６６－２０４０）

大 山 幸 男
〒７９１－１１１５
松山市土居町１１１７－１２

（電話番号 ０８９－９５７－０３９０）

岡 田 正
〒７９１－０２０３
東温市横河原１２９５

（電話番号 ０８９－９６４－２１７５）

門 田 俊 男
〒７９１－２１１５
伊予郡砥部町三角１７４

（電話番号 ０８９－９６２－３７７２）

楠 国 雄
〒７９１－２１１６
伊予郡砥部町原町４７１

（電話番号 ０８９－９６２－３２３４）

栗 原 孝 美
〒７９１－１１３６
松山市上野町甲９６１

（電話番号 ０８９－９６３－００５０）

� 野 実 夫
〒７９１－１１０２
松山市来住町１３０８－６

（電話番号 ０８９－９７５－２３１６）

佐 伯 博 重
〒７９１－０３２１
東温市河之内１１９２

（電話番号 ０８９－９６６－２００１）

斎 藤 彬 彦
〒７９０－０９４３
松山市古川南二丁目１６－２５

（電話番号 ０８９－９５６－６１５３）

友 近 保
〒７９１－０２１４
東温市南野田５４４

（電話番号 ０８９－９６４－９２７７）

永 井 和 茂
〒７９１－０２４２
松山市北梅本町３０９０

（電話番号 ０８９－９７５－２６８０）

永 田 サツキ
〒７９１－２１３１
伊予郡砥部町北川毛１６０

（電話番号 ０８９－９６２－４０４４）

中 西 貞 子
〒７９１－１１０６
松山市今在家三丁目２－１０

（電話番号 ０８９－９５８－５０１７）

� 岡 忠
〒７９１－１７０６
上浮穴郡久万高原町本組８７４

（電話番号 ０８９２－５８－２５３２）
愛媛県久万高原警察
署の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

日 野 敏 夫
〒７９１－１２０２
上浮穴郡久万高原町入野１２６７

（電話番号 ０８９２－２１－１４９３）

佐 伯 和 雄
〒７９１－３１５５
伊予郡松前町大字鶴吉３４３

（電話番号 ０８９－９８５－１６０５）
愛媛県伊予警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

瀧 口 忠
〒７９９－３１１３
伊予市米湊８７９－１０

（電話番号 ０８９－９８３－２８５８）

友 田 秀 謙
〒７９１－３１３４
伊予郡松前町大字西古泉６５

（電話番号 ０８９－９８４－４５９７）

西 下 芳 雄
〒７９９－３３１１
伊予市双海町大久保甲３０６－２

（電話番号 ０８９－９８７－０５２８）

三 好 英 樹
〒７９９－３１１３
伊予市米湊１６６６－１

（電話番号 ０８９－９８２－２２８１）

安 平 義 行
〒７９９－３１２１
伊予市稲荷９

（電話番号 ０８９－９８３－５７７５）
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矢 野 正 次
〒７９１－３１０２
伊予郡松前町大字北黒田４８８－２

（電話番号 ０８９－９８４－２２３４）

吉 岡 一 成
〒７９１－３２０３
伊予市中山町出淵２－８１－１

（電話番号 ０８９－９６７－００８３）

渡 辺 洋
〒７９９－３１０３
伊予市上野２２１４

（電話番号 ０８９－９８２－３７７４）

一 柳 清 志
〒７９１－３５０１
喜多郡内子町小田２６２

（電話番号 ０８９２－５２－２０７５）
愛媛県大洲警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

上 田 光 明
〒７９７－１５０３
大洲市肱川町宇和川２７６２

（電話番号 ０８９３－５９－８０３８）

大 野 博
〒７９１－３３０１
喜多郡内子町内子１７８６

（電話番号 ０８９３－４４－４５１１）

幸 田 小太郎
〒７９５－００１１
大洲市柚木３５８－１

（電話番号 ０８９３－２４－３８６５）

笹 本 榮 一
〒７９９－３４０６
大洲市長浜町沖浦丙２０１８－２

（電話番号 ０８９３－５２－１８００）

坪 田 功
〒７９５－０３０１
喜多郡内子町五十崎甲１２２１

（電話番号 ０８９３－４４－２８９３）

中 野 富士雄
〒７９７－１６０８
大洲市河辺町北平４５３３

（電話番号 ０８９３－３９－２２９７）

松 本 武
〒７９５－０００１
大洲市北只１１６－２

（電話番号 ０８９３－２４－４３７２）

森 知 行
〒７９５－００５１
大洲市五郎甲２４０７

（電話番号 ０８９３－２４－３８３６）

森 川 純 行
〒７９９－３４３１
大洲市白滝甲３６－１

（電話番号 ０８９３－５４－０７０２）

森 田 政 昭
〒７９１－３３０１
喜多郡内子町内子甲１８７４

（電話番号 ０８９３－４４－４８４６）

飯 森 悌 二
〒７９６－０２０２
八幡浜市保内町宮内２－８－１

（電話番号 ０８９４－３６－００３３）
愛媛県八幡浜警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

井 上 源 吉
〒７９６－８０３５
八幡浜市若山４－４７－１

（電話番号 ０８９４－２４－０１６６）

岩 田 勇 雄
〒７９６－８００７
八幡浜市八代乙４０９

（電話番号 ０８９４－２３－２７７１）

後 藤 久真雄
〒７９６－０３０１
西宇和郡伊方町湊浦１０２１

（電話番号 ０８９４－３８－０５２０）

西園寺 公 作
〒７９６－０１７０
八幡浜市日土町５－６６７

（電話番号 ０８９４－２６－００７５）

玉 木 國 一
〒７９６－００８８
八幡浜市５７３－２

（電話番号 ０８９４－２３－２０５７）

西 村 久 司
〒７９６－００８８
八幡浜市１４６９－１

（電話番号 ０８９４－２２－０７２１）

濱 本 秀 樹
〒７９６－００８８
八幡浜市３０１－３

（電話番号 ０８９４－５４－２２０４）

松 井 幸 明
〒７９６－０６１２
西宇和郡伊方町大久１３４２

（電話番号 ０８９４－５３－０９４６）

宮 本 俊 之
〒７９６－００８８
八幡浜市１５３６

（電話番号 ０８９４－２２－０９８２）

大 塚 喜代美
〒７９７－０２０１
西予市明浜町高山甲１４３５－４

（電話番号 ０８９４－６４－０９００）
愛媛県西予警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

中 嶋 健太郎
〒７９７－００２３
西予市宇和町山田１７７１

（電話番号 ０８９４－６２－５３２７）

兵 頭 洋
〒７９７－１７１５
西予市城川町田穂４３４

（電話番号 ０８９４－８２－０４０４）

福 井 秀 夫
〒７９７－１２１２
西予市野村町野村４－３５

（電話番号 ０８９４－７２－１１０２）

藤 元 透 吉
〒７９６－０９１５
西予市三瓶町下泊１８３３

（電話番号 ０８９４－３４－０５４７）

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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雑 報

�公 告

危険物取扱者試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の５第１項の規定により、愛媛県知事から委任された危険物取扱者試験を次のとおり公示する。

平成２１年２月３日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 白 谷 祐 二

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

宮 崎 登代美
〒７９７－００２９
西予市宇和町永長８３７

（電話番号 ０８９４－６２－１８２１）

伊 手 秀 行
〒７９８－１５０２
北宇和郡鬼北町大字下鍵山３０８

（電話番号 ０８９５－４４－２１４１）
愛媛県宇和島警察署
の管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

上 田 哲 芳
〒７９８－０１０２
宇和島市三浦西６１３

（電話番号 ０８９５－２９－０４２６）

大 野 久 美
〒７９８－１１０３
宇和島市三間町成家２０２

（電話番号 ０８９５－５８－３８７０）

岡 村 晴 子
〒７９８－３３１１
宇和島市津島町岩渕丙５９５－１

（電話番号 ０８９５－３２－２２１６）

岡 村 正 一
〒７９８－２１０６
北宇和郡松野町大字目黒３５１

（電話番号 ０８９５－４３－００３２）

梶 田 利 明
〒７９８－００７７
宇和島市保田甲６３５－１

（電話番号 ０８９５－２２－９１１０）

楠 本 幸 男
〒７９８－１１１５
宇和島市三間町戸雁４４５

（電話番号 ０８９５－５８－２２５７）

清 家 千代治
〒７９９－３７４２
宇和島市吉田町法花津８番耕地１８７

（電話番号 ０８９５－５２－３６９３）

武 田 浅 美
〒７９８－１３５１
北宇和郡鬼北町大字奈良６５９

（電話番号 ０８９５－４５－１０３１）

竹 田 文 吉
〒７９８－３３０３
宇和島市津島町近家甲１６３６

（電話番号 ０８９５－３２－２２７０）

中 村 武 雄
〒７９８－１１０２
宇和島市三間町則１６８０

（電話番号 ０８９５－５８－４７６４）

程 野 弘
〒７９９－３７０１
宇和島市吉田町北小路乙２６

（電話番号 ０８９５－５２－０００１）

正 木 緑
〒７９８－００７８
宇和島市祝森甲１１２３－１

（電話番号 ０８９５－２７－００９０）

松 浦 五 郎
〒７９８－００２２
宇和島市伊吹町４７３－１

（電話番号 ０８９５－２２－６３４６）

宮 口 博 孝
〒７９９－３７７１
宇和島市吉田町南君３０３８－１

（電話番号 ０８９５－５４－０３０７）

宮 � 富士夫
〒７９９－３７３０
宇和島市吉田町立間２番耕地２４８７－１

（電話番号 ０８９５－５２－０５１３）

吉 田 充 枝
〒７９８－００３１
宇和島市栄町港一丁目１－１５

（電話番号 ０８９５－２４－３９８０）

裡 田 日出夫
〒７９８－４１３１
南宇和郡愛南町城辺甲２１３３－１

（電話番号 ０８９５－７２－３７５９）
愛媛県愛南警察署の
管轄区域 平成２１年２月１日

平成２１年２月１日から
平成２３年１月３１日まで
の間

金 原 徹
〒７９８－４１０５
南宇和郡愛南町御荘長月４９９

（電話番号 ０８９５－７２－１０７５）

山 口 修 児
〒７９８－４４０８
南宇和郡愛南町一本松３５７６

（電話番号 ０８９５－８４－２０２１）

吉 田 弥 生
〒７９８－４２０７
南宇和郡愛南町中泊４０３

（電話番号 ０８９５－８２－１１５５）

愛 媛 県 報平成２１年２月３日 第２０３６号
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�公示による通知
住所不明（ただし、最後の本籍 愛媛県東宇和郡城川町大字高野

子５００番地） 高 田 宏 明

住所不明 行 定 栄

住所不明 竹 森 弥平治

住所不明 竹 内 虎 八

住所不明 宇 治 由太郎

区 分 試 験 日 受 付 期 間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

前 期

平成２１年

６月１４日（日）

開始時間 １０時

４月１３日（月）から

４月２３日（木）まで

必 着

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐０００３

松山市三番町４－１０－１

愛媛県三番町ビル１階

電話 ０８９‐９３２‐８８０８

受付時間 ８：３０～１７：００

郵送又は持参

後 期

平成２１年

１０月２５日（日）

開始時間 １０時

８月２４日（月）から

９月３日（木）まで

必 着

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

試験の種類 試 験 会 場 所 在 地 摘 要

甲種・乙種第１類

～第６類・丙種

危険物取扱者試験

新居浜工業高等専門学校

松山工業高等学校

八幡浜工業高等学校

新居浜市八雲町７－１

松山市真砂町１

八幡浜市古町２－３－１

試験会場については、人

数等の関係により、他の場

所に変更することがありま

す。

乙種第４類（科目

免除なし）・丙種

危険物取扱者試験

東予高等学校

今治工業高等学校

吉田高等学校

西条市周布６５０

今治市河南町１－１－３６

宇和島市吉田町北小路甲１０

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター 愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

� 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部

�公 告

消防設備士試験の実施に関する公示

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１７条の９第１項の規定により、愛媛県知事から委任された消防設備士試験を次のとおり公示する。

平成２１年２月３日

財団法人 消防試験研究センター

理事長 白 谷 祐 二

１ 試験日・受験願書の受付期間及び受付場所等

試 験 日 受 付 期 間 受付場所（問い合わせ先） 提出方法

平成２１年８月２３日（日）

開始時間 ９時

６月２９日（月）から

７月１０日（金）まで

必 着

（財）消防試験研究センター 愛媛県支部

〒７９０‐０００３

松山市三番町４－１０－１

愛媛県三番町ビル１階

電話 ０８９‐９３２‐８８０８

受付時間 ８：３０～１７：００

郵送又は持参

２ 試験の種類別試験会場及び所在地

試験の種類 試 験 会 場 所 在 地

甲種特類・甲種１類～５

類・乙種１類～７類

消防設備士試験

愛媛大学 松山市文京町３

３ 受験願書用紙・受験案内等の配布場所

� （財）消防試験研究センター 愛媛県支部

� 愛媛県県民環境部防災局消防防災安全課

� 愛媛県各地方局消防防災安全室及び各地方局支局総務県民室

� 松山市消防局及び各市・町・地区消防本部
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住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 松 森 与太郎

住所不明 松 身 千太郎

住所不明 竹 内 兼次郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 増 田 万 治

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 桝 森 政 吉

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 平 岡 岩 吉

住所不明 矢 藤 安太郎

住所不明 竹 内 長 吾

住所不明 越 智 石太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 増 田 友次郎

住所不明 井 上 直次郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 松 身 定治郎

住所不明 森 田 多四郎

住所不明 有 馬 安太郎

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 渡 辺 信太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 鶴 松

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 桝 森 千太郎

住所不明 毛 利 百太郎

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 田野岡 林三郎

住所不明 竹 内 大 造

住所不明 � 橋 谷五郎

住所不明 力 石 達 治

住所不明 竹 内 与太郎

住所不明 金 谷 宇三郎

住所不明 岡 村 民 八

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 石 澤 留次郎

住所不明 渡 辺 作太郎

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 美 川 久太郎

住所不明 鶴 本 熊 治

住所不明 太 田 治 吉

住所不明 太 田 孫太郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるので、

出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成２１年２月２３日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成２１年２月３日

愛媛県収用委員会

会長 矢野 隆三

平成２１年１月１６日付け２０媛収第５２―５号審理の開催について（審

理開催の通知）

�������
�公示による通知
住所不明（ただし、最後の本籍 愛媛県東宇和郡城川町大字高野

子５００番地） 高 田 宏 明

住所不明 千 葉 定次郎

住所不明 平 岡 岩 吉

住所不明 山 本 仁太郎

住所不明 行 定 栄

住所不明 舛 森 千太郎

住所不明 矢 藤 安太郎

住所不明 田野岡 林三郎

住所不明 竹 森 弥平治

住所不明 竹 内 長 吾

住所不明 竹 内 大 造

住所不明 竹 内 虎 八

住所不明 越 智 石太郎

住所不明 � 橋 為五郎

住所不明 宇 治 由太郎

住所不明 花 森 米治郎

住所不明 力 石 達 治

住所不明 赤 松 仁 吉

住所不明 竹 内 安太郎

住所不明 竹 内 与太郎

住所不明 竹 内 竹治郎

住所不明 竹 内 金太郎

住所不明 増 田 万 吉

住所不明 金 谷 宇三郎

住所不明 竹 内 浅治郎

住所不明 井 上 直次郎

住所不明 岡 村 民 八

住所不明 松 森 与太郎

住所不明 毛 利 市太郎

住所不明 有 馬 利三郎

住所不明 松 身 千太郎

住所不明 松 身 定治郎

住所不明 竹 内 関太郎

住所不明 竹 内 兼次郎
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住所不明 森 田 多四郎

住所不明 竹 内 熊五郎

住所不明 小 西 吉太郎

住所不明 有 馬 安太郎

住所不明 金 谷 竹次郎

住所不明 金 谷 房 吉

住所不明 赤 松 重太郎

住所不明 一 森 紋太郎

住所不明 岡 村 長太郎

住所不明 毛 利 市 造

住所不明 森 田 市太郎

住所不明 吉 澤 留次郎

住所不明 増 田 友次郎

住所不明 渡 辺 作太郎

住所不明 渡 辺 信太郎

住所不明 金 谷 庄太郎

住所不明 酒 井 元 吉

住所不明 酒 井 兼 松

住所不明 舛 森 政 吉

住所不明 酒 井 鶴 松

住所不明 美 川 久太郎

住所不明 田 村 金 吾

住所不明 酒 井 寅 松

住所不明 鶴 本 熊 冶

住所不明 石 川 忠三郎

住所不明 太 田 孫太郎

住所不明 太 田 治 吉

住所不明 酒 井 亀 吉

住所不明 毛 利 百太郎

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるので、

出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成２１年２月２３日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成２１年２月３日

愛媛県収用委員会

会長 矢野 隆三

平成２１年１月１６日付け２０媛収第５４―５号審理の開催について（審

理開催の通知）

平成２１年２月３日 発行
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